
第４０号議案 

救助工作車の購入について 

 救助工作車の購入に伴う物品の取得について、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 物品 

救助工作車  １台 

２ 取得価格 

１３５，０００，０００円(うち消費税及び地方消費税の額 １０，０００，０００円) 

３ 契約の相手方 

福岡県福岡市博多区東比恵二丁目２番２６号 

キンパイ商事株式会社 福岡支店 

常務取締役支店長 中野 誠 

  平成２８年６月１４日提出 

                       中間市長  松下 俊男   






